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労 働 組 合 運 動 と 労 働 者 協 同 組 合

黒 川 俊 雄

は じ め に

わが国の労働組合運動が「停滞」におちいっている現在，この「停滞」を 「高揚」に転換させる

にはどうすれぱよいかということ力:，労働組合運動に直接たずさわる人々にとってはもとより，労

働運動の研究者にとっても，共通の課題となってきている。また，このような情勢のもとで「変革

主体」の形成，すなわち，社会を変革する主体の形成が社会科学者のあいだで重要な課題とされて

きている。しかしいずれにせよ，主体の自己変革なしには，これらの課題を解決することはでき

ない。労働組合の自己変革なしには，学働組合運動を今日の「停滞」から「高揚」へ転換させるこ

とはできないし，ましてやr変革主体」の形成も，主体の自己変革なしにはありえないと思われる。

労働組合の自己変革のためには，労働運動が「飛躍」と 「漸進」との弁証法的統一であり，いず

れか一面だけをとらえて理論化し，他の面を否定してしまう力、，軽視してしまうようなことのない

ようにしなけれぱならない。というのは，労働運動を，理想のものさしではがらずに，普通の人間

の実践的活動として考察するならぱ，運動が成長していく過程のなかで，運動の「高揚」「飛躍」に

よって人間が自己変革をとげる契機をあたえられろとしても，その自己変革を保障するr漸進丄い
(1)

いかえれぱrこまごまとした活動」なしには，人間は自己変革をとげることができないからである。

ここで「こまごまとした活動J というのは，たえず新しい労働者が運動に参加しまた，長い間

運動にたずさわってきた労働者が古くさい見解や古くさい方法に固執しがちであるかぎり，学習活

動もその一'̂•3であるが，労働者の多様化する諸欲求を理解し，それを充足させるための企画をつく

りだし .それを着々と実現していく活動である。このような活動は，労働者の諸欲求を権利として

の諸要求に具体化し，経営者や経営者団体，地方自治体，政府などに対して，これらの諸要求を実

現させるために闘うという「対外的運動」に対して，宮本憲一氏等の表現を借りれば，「内発的運
( 2 )

動」であり，現代流行の表現方法をとれば，rハードな運動」に対する「ソフトな運動」であると

注 （1) レーニンrヨーロッバの労働運動における意見の相違」（『レーニ ン全集』16巻，大月言店版，366ページ)0 

( 2 ) 宮本憲一著『都市をどう生きるか—— アメニティへの招待—— 』小学館版，参照。 .
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もいえよう。

さて，このような運動の一つとして，すなわち，労働者の多ま化する諸欲求を充足させるための 

活動として，ヨーロッバ先進諸国でいま発展しつつある労働者協同組合運動こそ注目されるべきで 

あろう。それは，消費• 流通だけでなく，生産，金融• 保険，多様なサービス，文化の領域にまで 

及び，政党や労働組合の運動と結びつき，社会変革の展望のなかに位置づけられてきている。しか 

もそれは，たんに労働者の諸欲求を充足させるだけで'なく，地域住民の諸欲求をも充足させること 

によって，地域共同体を変革しつつ，労働組合運動を発展させろようになってきていろ。

ヨーロッバ先進諸国の労働組合運動は，その最初の発展において，協同組合運動と結びついてい 

た。ところがわが国では，戦前の天皇制による徹底的な弾圧によって，労働組合運動はもとより， 

生活協同組合運動さえも漠滅させられ，戦時中産業報国会の企業別組織に吸収されていったので， 

戦後，労働組合運動が企業別• 事業所別組織を単位として復活されざるをえなかっただけでなく， 

再生された生活協同組合運動などとの結びつきさえもほとんどないままに現在にいたっている。こ 

のような弱点を克服することこそが，わが国の労働組合運動を今日の「停滞」から「高揚」へ転換 

させるために必要であると思われる。

そこで本稿は，まずわが国の労働組合それ自体の組織的弱点とその克服の方向を，ヨーロッバ先 

進国の労働組合との比較によって明らかにし，次に，このわが国労働組合の組織的弱点を克服する 

上で，協同組合運動がどのような役割をはたしうるかについて考察するために，ヨーロッバ先進諸 

国の協同組合運動，とくに労働者協同組合運動の歴史と現状に論及し，わが国における労働者協同 

組合の芽生えにも注目しておくことにする。

「三田学会雑誌」78卷6 号 （1986年2月）

一国の労働組合運動は，いかなる指導理論の潮流が支配的となるかによって左右される。このこ 

とはいうまでもないが，それだけではなく，それと必ずしも無関係ではないとはいえ，労働組合が， 

主としていかなる組織形1 肖を単位とし，いかなる団結の原理にもとづいているかという組織的特徵 

によっても，労働組合運動は左右されがちである。そして一国の労働組合の組織的特徴は，現在で 

は，その国のナショナルセンター，，労働組合の全的中央組織の性格のちがいとなってあらわれて 

いる。

ナショナルセンターが産業別組織によって構成されている点は，わが国もョ 一ロッバ先進諸国も 

ちがいはない。ところがこのナショナルセンターの性格のちがいを生み出すのは，そのナショナル 

センターを構成する産業別組織のちがいである。戦後わが国の産業別組織のほとんどは，団体交渉 

権をもつ企業別• 享業所別単位組合の「産業別勢ぞろい」にすぎないが，ョーロッバ先進諸国の産
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労働組合運動と労働者盤同組合 

業別組織のほとんどほ，産業別• 職種別の地域別単位組合が全国的に連合した組織であり，団体交 

渉権をもっている。しかもわが国の企業別• 享業所別早位組合の団結の原理は，同一企業に正規に 

雇用されている労働者が団結するという原理であり，正規に雇用されていない臨時エやパートタイ 

マーその他の労働者の加入を認めないが，ョーロッバ先進諸国の産業別•職種別の地域別単位組合 

の団結の原理は，どの企業にどんな形で雇用されているかにかかわりなく，同一産業または職種で 

働く，共通の利益をもつ労慎!)者が，企業の枠をこえて，地域的に団結するという原理である。

もちろん，団結の原理といっても，それは，組合活動の習慣となり，組合員の伝統的モラルとな 

ってきているものである。フランス，イタリア，イギリスなどのばあい，一職場，一企業の労働者 

の問題でも，すべて，職場委員を通じて，同一地域の，企業の梓をこえた支部組織（フランス，イタ 

リアではサンジ力，イギリスではプランチと呼ぱれる）によって， まず同一地域の同一産業•同一職種 

の労働者共通の問題としてとりあげられ，必要とあれば，さらに同一地域の他の産業•他の職種の 

労働者の支援を受けるようにされ，さらには，全国的に支援を受けるようにもされるので，載場の 

労働者に企業意識がはいりこむ余地が少ない。これは，組織形態、として，地域の支部組織が，他の 

産業•他の職種の支部組織といっしょに地区組織をっくるとともに，産業別の全国祖織に加盟し，

この産業別組織によってだけでなく , 前者の地区組織によってもナショナルセンターが構成されて 

いるぱあいが多いことにもとづいている。また，それゆえに，ナショナルセンターは，イタリア， 

フランズなどのように，闘う方針をとっているぱあい，各地域の職場の労働者の自主的な鬪いを尊 

重することになり，イギリスなどのように，ナショナルセンターが闘わない方針をとっていても， 

各地域の職場の労働者の自主的な闘いを抑えようとしても，容易に抑えられないということになる。 

これは，労働者一人ひとりめ自主性にもとづいて連帯行動を発展させやすいように組織形態ができ 

ているからである。

ところが，最近ではこのような各地域の支部組織だけでは，職場の労働者の自主的な闘いを発展 

させることが困難になってきた。というのは，資本の集中，企業の巨大化，産業構造の変化にとも 

ない，かつてはある企!！が，その企業. 事爱所の周辺地域に住んでいる労働者を雇っていたのに， 

あちこちの居住地域に散らばっている労働者を雇うようになり，きわめて遠隔の地域から通勤して 

来る労働者を雇うようになってきた上に，労働者の欲求がきわめて多様化してきたからである。

そこでョーロッバ先進諸国でも，労働組合の企業別• 事業所別組織がっくられるようになった。 

フランスでは，ナショナルセンターのC G T で，地域の支部組織であるサンジ力に所属する組合員 

が企業内の享業所にセクションをつくり， このセクションで選出された職場委員を中心に職場活動 

が展開され，大企業では企業別のサンジヵがつくられるようになった。イえリアでは， 自然発生的 

に職場労働者によってつくられた工場評議会が， 3つのナショナルセンターであるCG I L, C I 

S L, U I L の組織労働者と未組織労働者とを組織することになった。また，イギリスでは，すで
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r三田学会雑誌j 78卷6 号 （1986^2月）

に早くから，ナショナルセンタ一のT U C の意志に反してではあるが，職場委員= ショップ• スチ、 

ュアードの指導のもとに職場労働者の自主的な闘いが展開され，いわゆるr非公認」ストライキが 

おこなわれてきている。 ’

とはいえ，これらの企業別•享業所別組織が資本と癒着する傾向を防止する役割をはたすものと 

して地区組織が新たにつくられている。フランスでは，大企業以外の企業の組合員を組織する地域 

別サンジカと，大企業の企業別サンジカとが地区連合で連帯行動をとるようにナショナルセンター 

が構成されてきており，イタリアでも工場評議会の地区連合がつくられて，組織の企業別分断がP且 

止されるようになってきている。 また，イギリスのぱあいにも，支部組織（プランチ）をこえて， 

職場委員を組合地区委員会に所属ざせ，職場委員の団体交渉事項や鬪争形態の問題が地区委員会全 

体の問題として討議され，処理されるようになってきている。

しかも，ョ一 口 ッ パ先進諸国の企業別• 事業別組織は，労働者個人がどの産業別•職種別の地域 

別単位組合に加入するか，あるいはそれから脱退するかを自主的•選択的判断によって決めろこと 

によって，組織されている。ところがわが国の企業別• 事業別単位組合は，会社に採用されると自 

動的に組合員となり，組合費を給料から天引きされ，会社から退職すると自動的に組合員資格を失 

うというのが特徴となっている。もっとも，わが国でも，官公労働組合のぱあい，そうではないし 

民間私企業でも，会社側の分裂攻撃などによって企業内に複数の組合があるぱあいには，労働者が， 

会社の支配介入のもとではあれ，どの組合に加入するか，加入組合から脱退するかを，多かれ少か 

れ自主的に選択しなけれぱならない。

それはともかくとして，労働者個人の自主的選択による加入の原則に立っているヨーロッパ先進 

諸国の企業別• 事業所別組織のほう力' ; ,会社採用によってg 勤的に労働者が加入する原則に立って 

いるわが国の企業別• 事業別単位組合よりは，資本と癒着しにくいことは明らかであろ。ョーロッ 

バ先進諸国では，その上に，すでにのベたように，地区連合などの地区組織をつくって，資本と癒 

着する傾向や，企業別に分断されるのを阻止しているのであろ。

ところが，わが国では，同一企業に正規に雇用されている労働者が団結するという原則にもとづ 

く企業別• 事業所別単位組合の「産業別勢ぞろい」にすぎない産業別組織によってナショナルセン 

ターが構成されているので，企業別• 享業所別単位組合，とくに巨大企業連では,，資本,とくに独 

占資本が，職制層の支援で職場祖織を掌握しやすく，いわゆる会社派組合幹部り台頭によって，そ 

の支配下におかれやすく，産業別組織さえも，資本，とくに独占資本，さらには，政府と癒着しや 

すい。そしてこのような産業別組織から成り立っているナショナルセンターもいわゆる会社派組合 

幹部によって動かされやすくなるのである。

わが国にも，地区労，県評などのような地区組織，地方組織があるが，以上のように，企業別. 

享業所別単位組合や産業別組織が，いわゆる会社派組合幹部によって動かされやすく，資本，とく
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労働fe合運動と労働者搞同祖合

に独占資本と癒着しやすいのを阻止するような存在とはなっていない。

しかも企業の枠をこえた団結や行動の経験の乏しい職場労働者も企業意識にとりつかれやすい。

それゆえ，たとえ職場で，ある労働者が自主的な闘いをおこしたとしても，企業の枠の中にとどま

り，企業別• 事業所別単位組合，巨大企業連のいわゆる会社派幹部がそれを抑えつけやすい。また

そうではなくて，ある企業別単位組合の幹部が職場労働者の自主的な闘いを尊重し，発展させよう

としたぱあいでも，ナショナルセンターはもとより，産業別祖織も，いわる会社派組合幹部に動

かされやすいために，その職場労働者の自主的な闘いを重視して支援を拡大していくことが困難な
(3)

組織情況にある。

わが国のナショナルセンタ一は，以上のぺてきたような組織的弱点をかかえてきているからこそ, 

戦後の労働組合運動において数多くの困難に直面してきたのである。

軟後享実上アメリ力の単独占領下にあった時期の労働組合運動において，全日本産業別労働組合 

会議（産別）がま導的な役割をはたしていたときにも，以上のような組織的弱点を克服しきれない 

ままに，産別は，「政治的ひきまわし」などといわれる指導上の誤りを指摘される困難な闘いを強 

いられ，GH Q • アメリ力占領軍当局の「レッド . バージ」にいたる徹底的な弾圧と，分裂策動に 

よる職制層を通じての「民主化同盟」（「民間」）派の育成をゆるし，この「民同」派と総同盟を結集 

して日本労働組合総評議会（総評）を，高野実総評事務局長自身が後に指摘したように「G H Q の 

道具」として上から結成することをゆるしたのである。

ただ，それ以来日本の労働組合運動の主導I tは産別から総評に移ったとはいえ，日本の労働者大 

衆は，戦後 r長い眠りから呼び起こされ」，いきなり民主主義革命というrきわめて重大な問題に 

直面させられた」という未熟さだけでなく，企業別•事業所別組織を単位とする形態から企藥意識 

にとりつかれやすいという弱点をもっていたにもかかわらず，すでに戦後のきびしい闘いの経験を 

経て陪級的に成長してきたかぎり，たちまち総評の方針を，アメリカ占領軍当局の意に反して，変 

更させることになった。そして高野事務局長が強力な指導性を発揮しておこなった「家族ぐるみ. 

町ぐるみ」で闘うという，いわゆる「ぐるみ闘争」は，職場に根をはった活動家を中心に，労働者 

の主婦をはじめとする家族の会とともに， また，他産業労働者や地域住民の支援を受けて，「合理 

化」と闘うというものであり，明らかに，企業別. 事業所別組織を単位とするわが■労働組合の弱 

点を補強しようとするものであった。当時「幹部闘争から大衆闘争へ」というスローガンもかかげ 

られ， 「ぐるみ闘争」は，たしかに労働者一人ひとりの自主性にもとづく連帯性に依拠iして闘いを 

すすめようとしたけれども，地域住民の欲求. 要求をとらえて共に闘うということなしに，支援を 

求めるにとどまり，r企業城下町」などといわれる古い地域共同体を民主的に変革するところまで 

はいかなかったし，企業別.享業所別祖織を単位とするわが国労働組合の弱点を地域共闘によって

注 （3 ) 中村賢ニ郎著『現代労働組合組織論』労働旬報社刊，参照。
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「三田学会雑誌」78卷 6 号 （1986年2月）

克服するこ.とにもならなかった。それゆえ活動家はかれらに対する会社側の集中攻撃によって孤立 

させられ，結局労棟!組合側の敗北に終る闘いが多かった。

そこでこの高野方式の指導方針に対して，賃金要求を中心とする産業別統一闘争の展開をはかる 

べきであるという批判が加えられ，「ぐるみ闘争」敗北の原因を克服するために，企業の枠をこえ 

て活動家を政党，思想• 信条をとわず強力に結集することや，内容のある地域交流，地域共同行動， 

地域統一闘争を発展させることなどはかえりみられずに，「ぐるみ闘争」= 民族闘争を強調する国 

民的統一戦線方式の高野ラインから，総資本と総労働の対決を唱えて賃上げ要求を中心とする産業 

別統一闘争の重視を主張する太田（議長）= 岩井（事務局長）ラインに転換した。そして企業別•事 

業所別単位組合を足場としながら，賛上げ要求を中心とする産業別統一闘争を，全国一斉に毎年春 

季におこなう「卷闘」をはじめることになったのである。

この「參闘J は，やはり企業別• 事業所別単位組合の「産業別勢ぞろいJ という弱点を補強するも 

のであり，日本経済の「高度成長」過程において，強大化したr国家独占資本主義体制」に対応して 

一定の成果をあげることになった。しかしナショナルセンター力;，スケジュールをつくり，このス 

ケジュールにしたがって企業内. 享業所内賃上げ交渉を一時期に集中しておこない，ストライキを 

はじめとする争議行為を一斉におこなうために，産業別組織が「指令」によって闘いをすすめるこ 

とになったので，財界.政府にもあらかじめスケジュールの中の「山場」を読みとられて対策を立 

てられるような，いわゆるスケジュール闘争の弱点を露呈し，また，職場や地域の労働者一人ひと 

りの自主性にもとづく連帯性を無視した「指令」による闘いという組合民主主義に反する弱点をつ 

くりだした。しかもあくまで企業内• 享業所内賃上げ交渉にとどまっているかぎり，企業別•享業 

所別単位組合のr産業別勢ぞろい」にすぎない産業別組織の弱点を克服することにもならなかった。

その上，「合理化」とひきかえに賃上げを要求するものという「春闘」批利が総評内にもあった 

ように，「合理化」との闘いを，高野方式の批判を通じて，強化発展させるナショナルセンターと 

しての指導方針を確立することができなかった。それゆえ安保闘争とともに闘われた三井三池炭鉱 

労働組合の「合理化」反対闘争も，職場闘争が強力にすすめられたとはいえ，地域共闘が強力に展 

開されず，全国からかけつけた37万人に及ぶ他産業労働者の協力を受け，海外の労働者からも支援 

されながら，三井炭鉱労®！)組合連合会（三鉱連）の他の五山の労働組合が共闘にたちあがらないま 

ま，中労委の韓旋案を労働組合側が受諾し，会社側の1,200人の指名解雇を認めざるをえなかった。

このようにして日本経済の「高度成長」過程で「卷闘」がつづけられ，1970年代になってからは， 

r卷闘」は r国民春闘」と呼ばれるようになったが，実体はその呼び名の通りにはなりきれず，す 

でにのべたように，企業別• 事業所別単位組合の「産業別勢ぞろい」という産業別組織の弱点から， 

独占資本と職制層が癒着して職場組織を掌握し，会社派組合餘部が台頭して，企業別単位組合はも 

とより，産業別組織もその支配下におかれるようになった。このような動向を土台にしてナショナ

---6 Q654')



労働組合運動と労働者協同組合 

ルセンターレペルで  r労働戦線統一」と称する労働戦線の再編が上からすすめられ，日本経済の 

「高度成長」破貌後，労働組合は「合理化」とたたかえなくなってきたぱかりでなく，r春鬪」’に 

おける賃上げ闘争も「経済整合性」論による低い要求を出しながら10連敗を喫し，労働戦線の再編 

による全民労協の結成により，総評もふくめてナショナルセンターは，「合理化」 と鬪う方針さえ 

もかかげなくなってしまった。I

このような結果を典型的に示す例としてあげられるのは，1978年の沖電気の指名解雇と1983年の 

池貝鉄工の指名解雇である。沖電気の71名の指名解雇に対して，労働組合側はなすところなく敗北 

し，電気労連（産業別組厳）も，中立労連（ナショナルセンター）もまったく動かなかった。それゆえ 

指名解雇された労働者は，沖電気争議団を結成して全国的な支援を受けて闘いつづけ，東京地裁の 

職権による和解勸告によって和解交渉がつづけられ，会社側に指名解雇撤回の解決案を提示させる 

ところまできており，争議団の全員職場復帰の要求をふまえて，さらに和解がすすめられることに 

なってきている。また，池貝鉄工の指名解雇も，会社側がインフォーマルグループを使っていまま 

で闘ってきた全国金属池貝鉄工支部執行部を奪取させた上で，経営危機打開の人員整理をロまに旧 

執行部をふくむ活動家をねらって38名を指名解雇の対象にし，変質した池貝鉄工支部執行部は被解 

雇者をまもるどころか, 組合の統制を乱したとして統制処分にし，全金神奈川地本（地方組織）も， 

全金中央（産業別組織）も，池貝支部の態度に同調し，支部の統制に服さないかぎり，解雇反対を支 

援できないと被解雇者まの要請を拒否したのであり，総評（ナショナルセンター）もまったくかかわ 

らないことになっている。しかし被解雇者団は，全国各地の労働者の支援を受けて闘いつづけ，神 

奈川地労委に指名解雇を不当労働行為とする救済命令を出させるところまできている。

「卷闘」において執行部が「指令」によって闘いをすすめてきた産業別組織が，資本= 会社によ 

って変質させられてしまった企業別単位組合ニ「支部」に対して無力になってしまうという，一見 

矛盾と思われる現象は，まさに企業別• * 業所別単位組合の「産業別勢ぞろい」という産業別組織 

の弱点をあらわしている。そしてこのような産業別組織によって構成されているわが国のナショナ 

ルセンターもまったく無力であり，独占資本ニ巨大企業と癒着した会社派組合幹部によって産業別 

組織はもとより，ナショナルセンターも支配されやすく，それが現実化したぱあい，どのようなこ 

とがおこるかを，沖電気や池貝鉄工の事例は如実に示している。

以上のベてきたように，わが国の労働組合• ナショナルセンターは，現実において組織上の弱点 

をもっている。この弱点を克服する方法の一つとして，企業別. 事業所別単位組合が，資本，とく 

に独占資本と癒者しやすく，企業別•享業所別に分断されやすいのを防止する手段の一つである地 

域組織• 地方組織を確立する必要がある。しかし，すでにのベたように，団結の原理は，組合活動 

の習慣となり，労働者の伝統的モラルとなってきているものである。したがって，このような習慣 

とモラルを改めてつくりだす行動が必要であるかぎり，企業の枠をこえた地域組織.地方組織を確
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立するためには，形式だけでなく内容のある地域交流，地域共同行動，地域統一闘争を発展させ拡 

大させていくことが必要である。そこでこの内容のある地域交流• 地域共同行動•地域統一闘争を 

発展させる上で，ヨーロッバ先進諸国で大きな意味をもっていると思われる協同組合運動，とくに 

労働者協同組合運動の厘史と現状を考察してみることにしよう。

「三田学会雜誌」78卷6 号 （1986̂ 2月）

ヨーロッバ先進諸国では，長い間無視されていた労働者協同組合が，第 2次世界大戦後，1950年 

代になってから復活され，発展途上国でも設立されはじめた。そして1970年代資本主義諸国の構造 

的危機のもとで急速に増大しはじめた。それは，労働者が深刻な失業問題に直面して，雇用を創出 

し，労働者• 地域住民の多様な欲求を充足するために，消費，流通，生産，金融，保険，サービス， 

文化などの領域に；b たる各種の* 業活動をおこなうようになってきており，労働組合と地域的に結 

びつくことによって，内容のある地域交流，地域共同行動，地域統一闘争を展開するようになって 

きている。そして独占資本の支配に対して，労働者• 地域住民の相互扶助と連帯，自主管理，民主 

的管理，経済民主主義をめざす運動を展開するようにもなってきてい;̂ 。

このような労働者協同組合の現状を考察するために，少し時代をさかのぼってヨーロッバ先進諸 

国における協同組合運動の歴史的発展のなかで，労働者協同組合の盛衰を概観してみることにしよ 

5o

イギリスをはじめとするヨ ー ロ ッ パ 先進諸国の労働組合が，職人たちの相互扶助の組厳，共済組

織を土台にして発生し，イギリスでは，団結禁止法下で，r友愛組合」という偽装のもとに，労働

組合が存続したことは，周知のところであり，団結禁止法廃止後協同組合運動が発展しはじめたが，

産業革命の進行過程で貧困化した労働者が， ロバート•オウェン等の協同原理にもとづく共同体建

設の理想を思想的源流として，マンチェスターの北ロッチデールに1844年 「公正な開拓者の組合」

(Society of Equitable Pioneers)を創設したのが協同組合運動のはじまりであった， とされている。

それは，最初消費協同組合であったが，やがて拡張されて，協同組合的生産施設をも設立した。

しかしこのロッチデール方式は，生産協同組合運動としてよりも，消費協同組合運動として，イ

ギリスだけでなく，ドイツ，オーストリア，スイス，オランダなどの諸国に普及した。 フランスでは，

1835年リヨンの繊維労働者によって最初の消* 協同組合が設立され，イタリアでも1854年にトリノ

の職工組合連合によって共同店舗がつくられたが，その後これらの国でも，やはりロッチデール方

式の消費協同組合運動が発展するようになった。また，産業革命がおくれてはじまった北ヨーロッ
(4)

パ諸国でもロッチデ一ル方式の消費協同組合運動がおくれて開始され，発展するようになってきた。

注 （4 ) Sidney & Beactrice Webb, The Consumers’ Co-operative Movement.(山村喬訳「消費協同組合運動」）参照。
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このように，ロッチデ一ル方式の消費協同組合運動がョーロッパ諸属に言及し発展してきたなかで， 

もう 一^^の源流として1840年代のシュルツ：C •デーリッチとライフアイゼンの影響によって信用協 

同組合による農業協同組合の発展が，イギリス以外の、，ドイツをはじめとする西ョーロッバ諸国に 

みられたが，フラノス , イタリアなどでは，フーリェやサン•シモンの影響のもとに労働者生産協 

同祖合がいちはやく芽生えて迁余曲折を経て発展してきたし，とくにイギリスでば，労働者による 

協同組合工場が19世紀後半になって設立されるようになってきていた。そこセ，カール•マルクス 

は，当初労働者生産協同組合にはむしろ批判的であったように思われるが，このような労働者生産 

協同組合，協同組合工場に眼をつけるようになり，1860年になってから，その論文めなかでこれに 

論及し，国際労働者協会の文* のなかでこれを高く評価するようになった。そして『資本論』のな 

かでもマルクスはしぱしぱ論及するようになった。

マ ル ク ス は ，『ニューョーク • デイリー . トリビューン』1860年 8 月 6 日号に無署名で執筆した 

「イギリス工場制工業の状I I」という一文の中で，次のようにr協同組合工場」に言■及している。 .

「アレクサ ン ダ ー • レ ッ ドグレーヴ氏とサ ー • ジ ョ ン . キンケ ー ドの報告言でなによりもきわだ 

って興味ある部分は，ランカシアと，そしてある程度までョークシアとにおける工場の設立と運営 

とを目的とする協同組合の榮展と拡張とにかんするところである。これらの協同組合は，有限責任 

会社法の通過後に増加したものである力*\ふつう労働者からなりたっている。各組合は1万ポンド 

以上の資本を持ち，資本は5 ボンドと10ポンドの株に分割されており，組合は応募資本にたいする 

一定の比率で借入れをするI I限をもっている。借入金は労働者や，それと同じような階級の人たち 

の小口貸付からなりたっている。たとえばペリでは，そこで建設ずみの，およびなお建設中の協同 

組合工場を操業させるためには，30万ポンド以上が必要とされるであろう。綿紘績工場では，祸徽 

エ や 〔そこで〕雇われている人々が，しぱしぱその同じ工場の株主であり，賃金のために働き，ま 

た自分の株にたいする利息を受け取っている。綿織物工場ではしばしば組合員が織機を貢借りして， 

それをはたらかせている。自分で企業を始めるのにたいした資本を必要としないために，これは労 

働者にとっては魅力がある。彼らは織機にすぐかけられる助糸を買い入れて，ホを織る。これで製 

造の作業は完了する。さもなけれぱ，彼らは取引相手のいずれかの工場主から勒糸を受け取り，織 

布を彼にかえすのである。しかしこの協同組合制度は綿勒績と綿織布とにかぎられるものではない。 

この制度は，小麦粉，食料品類，反物などのようなさまざまな消費物資の商業にもおよぼされている。

次の報告は，サー• ジョン.キンケードの部下の監督官補佐のひとりであるバトリック氏の作成 

したものであるが，この新しい工場所有制度の発展にかんする若千の* 重な資料をふくんでいる。 

どうやらこの制度は次の工業恐慌できびしい試練を受けることになるだろう。」

注 （5 ) K. Marx = F, Engels Werke (=M EW ) Band 15, Institut fUr Marxismus-Leninismus beim ZK der 

SED, Dietz Verlag, Berlin 1961, S. 82〜8 4 ,大月書店版訳書，77〜79ページ。
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「三田学会雑誌」78卷 6 号■(1986年 2 月）

マルクスは，このように協同組合工場が工業恐慌に直面する試練を最後に指摘して，r若干の貴 

重な資料」をふくんでいる「報告」をかかげている。

このように協同組合工場をむしろ客観的にみるようになったマルクスは，その後1864年9 月28日 

の 『国際労働者協会創立宣言』のなかでは，「協同組合工場」「協同労働の制度」を次のように高く 

評価するようになった。

「所有の経済学にたいする労働の経済学のいっそう大きな勝利が，まだそのあとに待ちかまえて 

いた。われわれが言うのは，協同組合運動のこと，とくに少数の大胆な「働き手」が外部の援助を 

うけずにg 力で創立した協同組合工場のことである。これらの偉大な社会的実験の価値は，いくら 

大きく評価しても評価しすぎることはない。それは，議論ではなくヤ行為によって，次のことを示 

した。すなわち，近代科学の要請におうじて大規模にいとなまれる生産は，働き手の階級を雇用す 

る主人の階級がいなくてもやっていけるということ，労働手段は，それが果実を生みだすためには， 

働く人自身にたいする支配の手段，強奪の手段として独占されるにはおよばないということ，賃労 

働は，奴謙労働と同じように，また農奴の労働とも同じように，一時的な，下級の形態にすぎず， 

やがては，自癸的な手，いそいそとした精神，喜びにみちた心で勤労にしたがう結合労働に席をゆ 

ずって消滅すべき運命にあるということ，これである。イギリスで協同組合制度の種子を播いたの 

は，ロバート• オーエンであった。大陸で労働者が試みた諸実験は，享実上，1848年に一 発明さ 

れたのではなくて—— 声高く宣言■された諸理論から生まれた実践的な帰結であった。

それと同時に，1848年から1864年にいたる期間の経験は，次のことを疑う余地のないまでに証明 

した。すなわち，協同労働は，原則においてどんなにすぐれていようと，また実践においてどんな 

に有益であろうとも，もしそれが個々の労働者の時おりの努力という狭い範囲にとどまるならば， 

独占の幾何級数的な成長をおさえることも，大衆を解放することもけっしてできないし，大衆の貧 

困の負担を目だって軽減することさえできないということである。もっともらしいロをたたく貴族 

や，中間階級の博愛主義的饒舌家や，さらにはぬけめのない経済学者までが，以前には夢想家のュ 

ートピアだといって嘲笑したり，社会主參者の聖物冒濱という非難をあびせたりして，協同労働の 

制度を若芽のうちにつみとろうとしてさんざんむだぼねをおったのに，いま彼らが突然に，その同 

じ協同労働の制度に胸のわるくナ£ るようなお世辞をならべたてているのは，おそらく，まさにこの 

理由によるものだと思われる。勤労大衆を救うためには，協同労働を全国的規模で発展させる必要 

があり，したがって国民の資金でそれを助成しなければならない。しかし，土地の*族と資本の貴 

族は，彼らの経済的独占を守り永久化するために，彼らの政治的特権を利用することを常とする。 

今後も彼らは，労働の解放を促すことはおろか，労働の解放の道にあらゆる障言をよこたえること 

をやめないであろう。〔イギリス〕議会の前会期でバーマストン卿が，アイルランド小作権法案の 

支持者を冷笑してやりこめたことを思いおこしてみたまえ。下院は士地所有者の議院なのだ，と彼
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労働組合運動と労働者協同組合

は叫んだのである。したがって，政治III力を獲得することが，労働者階級の偉大な義務となった。‘

労働者階級はこのことを理解したようにみえる。なぜなら，イギリス，ドイツ，イタリア,フラン

スで，同時に運動の復活が起こり，労働者党の政治的再組織のための努力が同時になされているか
(6)

らである。」

マルクスは， このなかで，「協同組合工場」• r協同労働の制度」 ポ、「個々の労働者の時折の努力 

という狭い範囲にとどまっているならば」独占の成長をおさえることも，大衆を解放することも， 

大衆の貧困の負担を目だって軽減することさえも決してできないだろうとしたうえで.政治権力が 

このようなことをなしとげようとする道に障害を横たえることをやめないという理由で，政治権力 

の獲得を主張するようになっている。

こうして1867年2月20日付および3月13日付の『ザ•インターナショナル • クリア』に連載され 

た 『個々の問題についての暫定中央評議会代議員への指示』の中では，「労働組合，その過去，現 

在，末来」の前に「5 .協同組合労働」として，次のように，「協同組合労働」について r一般原 

理」を明らかにするようになった。

「国際労働者協会の任務は，労働者階級の自然発生的な運動を結合し，普遍化することであって， 

なんであろうと，空論的な学説を運動に指示したり押しつけたりすることではない。したがって， 

大会は特殊な協同組合制i を唱道すべきではなく，若干の一般原理を明らかにするだけにとどめる 

べきである。

W )われわれは，搞同組合運動が，’階級敵対に基礎をおく現在の社会を改造する諸力のひとつで 

あることを認める。この運動の大きな功績は，資本にたいする労働の諫属にもとづく，窮乏を生み 

だす現在の専制的制度を，自由で平等な生産者の連合社会という，福祉をもたらす共和的制度とお 

きかえることが可能だということを，実地にIE明する点にある。

(ロ） しかし，協同組合制度が，個々の賃金奴課の個人的な努力によってつくりだせる程度の零細 

な形態に限られるかぎり，それは資本主義社会を改造することはけっしてできないであろう。.社会 

的生産を自由な協同組合労働の巨大な，調和ある一体系に転化するためには，全般的な社会的変化， 

社会の全般的条件の変化が必要である。この変化は，社会の組織された力，すなわち国家権力を資 

本家と地主の手から生産者自身の手に移す以外の方法では，けっして実現することはできない。

(ハ）われわれは労働者に，協同組合商店よりは，むしろ協同;6 合生産にたずさわることを勸める。 

前者は現在の経済制度の表面にふれるだけであるが，後者はこの制度の土台を攻撃するのである。

(ニ）われわれは，実例と教導との双方によって，言いかえれぱ，新しい協同組合工場の設立を促 

進することと，また説明し説教することとの双方によって，協同組合の原理を宣伝するために，す 

ベての協同組合がその共同収入の一部をさいて基金をつくることを勧告する。

注 （6 ) MEW, Band 16, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S .11〜1 2 ,大月* 店版訳f t  9〜10ページ。
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• '(ホ） 協同組合がふつうの中間階級的株式会社（socift̂ s par actions) に堕落する の を防ぐため， 

協同組合に働くすべての労働者は，株主であってもなくても，平等の分けまえを受け取らなければ

ならない。たんに一時的な便法として，低い率の利子を株主に支仏うことには，われわれも同意す
(7)

る。」

ここでマルクスは，協同組合労働が，資本主義社会を改造する諸力の一つとして，新しい社会に
(8)

おきかえる可能性を実地にIE明する実験としての価値があること，協同組合労働を「巨大な，調和 

ある一体弟」に転化するには，国家権力の移行が不可欠であること，搞同組合は流通よりも生産に

r三由学会雑誌」78卷6 号 （1986^2月）

注 （7) NEW, Band,16, Dietz Verlag. Band. 1962, S .195〜196,大月書店版訳書，194~195ベ一ジ。

( 8 ) この点についてマルクスは『資本論』の各所でのベている。 ''

「イギリスの俗後漆f聞，『スぺクテータ』の1866年5月26日号の報ずるところでは，『マンチェスター針金S[造会社J 

で資本家と労働者との一種の共同出資制が採用されてから，『第一の結果は，にわかに浪費が減少したことだった。労 

働者たちは，彼ら自身の財産をだれかほかの企業家の財産よりもひどく浪費するべき理由をもたなかったからである。 

そして，おそらく材料の浪費は悪質の債務に次いで事業の損失の最大の源泉であろう。』この新聞は，ロッチデール 

協同組合の実験の浪本欠陥として次のようなことを発見している。『これらの実験は，労働者の組合が売店や工場や 

ほとんどすベての形の産業を成功裡に管理することができるということを示したし，また労働者の状態を大いに改言 

もしたが，しかし，そのとき，それは雇い主のためのあいた席を残さなかったのであろ。』なんという恐ろしいこと 

だろう！〔Quelle-horreur!〕」(MEW, Band 23, Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie. Erster 

Band. Buch I : Der ProduktionsprozeB der Kapitals. Institut fOr Marxismus-Leninismus beim ZK der 

SED, Dietz Verlag, Berlin, 1962, S .351,大月書店版訳# , 435ページ）

「資本主義的生産それ自身は，指揮の労働がまったく資本所有から分雄して街頭をさまよラまでにした。だから，こ 

の指揮労働が資本家によって行なわれる必要はなくなっすこ。音楽指揮者がオーケストラの楽器の所有者であることは 

少しも必要ではないし，彼が他の楽士たちの『賃金』になにかのかかわりをもつということも指揮者としての彼の機 

能には属しない。協同組合工場は，資本家が生産の機能者として余計になったということを証明している力*それ 

は，資本家自身が，最高の完成に達すれば，大土地所有者を余計だと思うのと同様である。資本家の労働が，単に資 

本主義的な生産過糖としての生産過程から生ずろものでなく，したがって資本とともにおのずからなくなるものでな 

いかぎりでは，またそれが他人の労働を摊取するという機能に限られるものでないかぎりでは，つまり，それが社会 

的労働としての労働の形態から生じ，一つの共同の結果を生むための多数人の結合と協業とから生ずるかぎりでは， 

この労働は資本とはかかわりがないのであって，それは，ちょうどこの'形態そのものが. '資本主妻附な外皮を破って 

しまえば，資本とはかかわりがないのと同様である。もしも，この労働は，資本家的労働として，資本家の機能とし 

て，必要だ，と言うならば，その意味するところは，資本主義的生産様式の胎内で発展した跡態を俗物はその对立 

的な資本主義的な性格から分離し解放して考えることができないということにはかならないのである。貨幣資本家に 

たいしては産業資本家は労働者ではあるが，しかし, 資本家としての，すなわち他人の労働の掉取者としての，労働 

者なのである。この労働の代償として彼が要求し収得する賃金は，取得した他人の労働の量とちょうど同じであり， 

また，彼が摊取に必要な骨折りを自分で引き受けるかぎりでは，直接にこの労働の摊取度によって定まるのであっ 

て，この掉取のために彼にとって必要な努力，そして彼が適当な支払と引き換えに管理者に転嫁することができる努 

力の程度によって定まるのではない。どの恐慌のあとでもイギリスの工場地帯でよく見受けられるのは，以前の工場 

主たちが前には自分のものだった工場を，今では，しばしば自分の債権者でもある新しい所有者の管理人として*, 

安い賃金で監督しているということである。」

* 私が知っている一'̂ 3̂の場合には，1868年の恐慌のあとで，ある破産した工場主は，彼自身の以前の労働者たち 

に雇われた賃金労働者になった。すなわち，工場は，破産してから一*̂ ：>の労働者搞同組合によって引き継が 

• れ，以前の所有者は支配人として雇われたのである。—— F .ユンゲルス

「管理賃金は，商業的管理者にとっても産業的管理者にとっても，企業者利得からまったく分離して現われるので 

あって，労働者の協同組合工場でも資本家的株式企業でもそうである。企業者利得からの管理賃金の分離は，他の場 

合には偶然的に現われるが，ここでは恒常的である。猫同組合工場の場合には監督労働の対立的な性格はなくなって 

し、る。というのは，管理者は労働者たちから給与を受けるのであって，労働者たちに対立して資本を代表するのでは 

ないからである。一般に株式企業一 信用制度とともに発展する一 は，機能としてのこの管理労働を，自己資本で
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労働組合運動と労働者镜同組合 

たずさわるほう力資本主義制度の土台を攻擊するという意味で，すぐれているということ，など 

基本的な原理を指摘するようになった。そして実例と教尊との双方によって協同組合の原理を宣伝. 

するために，協同組合の共同収入の一部をさいて基金をつくることと，協同組合が資本主義的株式 

会社に堕落するのを防ぐために，労働者が，株主であろうとなかろうと平等な分けまえをうけとり， 

一時的な便法として低い率の利子を株主に支払ってもよいこと，という実務的な原理を指摘するよ 

うになった。

このようなマルクスの指摘をどのように評価するかは，.きわめてむずかしい。 しかしマルクスが 

協同組合生産を勤めてから，イギリスでは，1882年に協同組合生産連合（C P F )が結成され，その 

後，1的3年まで労働者生産協同組合が13から113に増 加 し この間に協同組合同盟（C U )力’、1889年 

に結成されたことから推察すれぱ，労働者生産協同組合運動が少なくともこの時期には発展したも 

のと思われる。しかしイギリスでは， ゥエップ夫妻の消費者民主制の主張に影響されて，協同組合 

運動は，むしろ消費協同組合運動として展開され，20世紀にはいって労働者生産協同組合運動は衰 

退してきたものと推測される。

とはいえ，国際協同組合同盟（1CA)力;，1895年にロンドンで第1回大会を開き， 1980年モスク 

ワで第27回大会を開くにいたるまで，協同組合運動は，イギリスをはじめとするヨーロッバ先進

あろうと借入資本であろうと資本の所有からはますます分S Iして行く傾向がある。それは，ちょうど，プルジョァ社 

会の発展につれて栽判や行政の機能が，封建時代にこれらの機能をg分の属性としてぃた土地所有から分離して行く 

ようなものである0」

「イギリスの描同組合工場の公開の収支計算書* によゥて見れば，これらの工場はときには個人工場主よりもずっ 

高k、利子を支狂^ったにもかかわらず，その利潤~他の労働者の賃金とまったく同じに投下可変資本の一部分をなし 

てぃる管理者の貧金を引き去らたあとの利潤一 は平均利潤よりも大きかった。利潤がより高かったことの原因は， 

これらのどの場合にも不変資本の充用上の節約がより大きかったとぃうことだった。しかし，ここでわれわれの興味 

をひくことは，ここでは平均利潤（= 利子 . プラス. 企業者利得）が. 実際に，そして明瞭に，管理賞金には全然か 

力、わりのなぃ大きさとして現われてぃることである。ここでは利潤が平均利潤よりも大きかったので，企業者利得も 

他の場合よりも大きかったのであるらJ

' * この本文は1865年に塞かれたのだから，ここに引用された収支計算言もせぃぜぃ1864年までのものである。

-- F • エンゲルス

CMEW, Band 25, Institut fflr Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Dietz Verlag, Berlin, 1964, 

& 400〜401,大月書店版訳象485〜487ページ)。

「労働者たち自身の協同組合工場は，古ぃ形举のな力、でではあるが，古ぃ形態の最初の突破である。とぃっても，も 

ちろん，それはどこでもその現実の組織では既存の制度のあらゆる欠陥を再生産してぃるしまた再生産せざろをえ 

ないのではあるが。 しかし資本と労働との対立はこの協同組合工場のな力、では慮止されてぃる。たとえ，はじめ 

は，ただ. 労働者たちが組合としては自分たち自身の資本家だとぃう形，すなわち生産手段を自分たち自身の労働の 

値値増複のための手段として用ぃるとぃう形によってでし力、なぃとはぃえ。このような工場が示してぃろのは，物質 

的生産力とそれに対応する社会的生産形態とのある発展段階では，どのように自然的に一つの生産様式から新たな生 

産様式が発展し形成されてくるかとぃうことである。資本主義的生産様式から生まれる工場制度がなければ協同組合 

工場は発展できなかったであろうしまた同じ生産様式から生まれる信用制度がなくてもやはり発展できなかったで 

あろう。信用制度は，資本主義的個人企業がだんだん資本主義的株式会社に転化して行くための主要な基礎をなして 

ぃるのであるが，それはまた，多かれ少なかれ国民的な規模で協同組合企まがだんだん拡張されて行くための手段を 

も提供するのである。資本主義的株式: ! ^ も. 協同組合工場と同じに，資本主義的生産様式から結合生産様式への過 

渡形態とみなしてよぃのであって，ただ，一方では对立が消極的に，他方では積極的に廃止されてぃるだけである。」 

(MEW, Band 25, S.456,大月#  店版，561〜 2 ページ)。
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諸国において発展してきたうえに，消費• 流通 • 販売だけでなく，農業，工業，信用，保険，運輸 

(ただし鉄道を除く），住宅，林業，漁業，医療，その他各種のサービスにわたる♦業活動をおこなう 

協同組合がこれまで以上に多くなってきている。そしてI C A は，1977年現在，65力国，175の全国
(9)

および地方の各種協同組合を加盟させ，約 3億5, 500万人の組合員を組織するようになった。そし

て1984年現在， I C A の資料によれぱ，世界で74万をこえる協同組合が，4億a996万4千人をこ
(10)

える組合員を組厳するようになった。このように各種の享業活動をおこなう協同組合運動が全世界

で発展してきているなかで，すでに指摘したように，ヨーロッバ先進諸国では，第2次世界大戦後,

とくに1970年代資本主義諸国の構造的危機のもとで，長い間無視されていた労働者協同組合も急速

に増大しはじめた。かつてウュップ夫妻が労働者協同組合はもはや死滅したと宣言したイギリスで
(n)

も，数多くの労働者德同組合が設立され，増加するようになった。

そこで， このようなヨーロッバ先進諸国の労働者協同組合の活動が，労働組合との地域的な結び 

つきによって，内容のある地域交流，地域共同行動，地域統一闘争を発展させるうえで，どのよう 

な意味をもちうるかについて考察するために，この労働者協同組合増大の諸条件を検討してみるこ 

とにしよう。

. .  「三田学会雑誌」78卷6 号 （1986年2月）

1970年代の資本主義諸国の構造的危機が，米ソ両大国を頂点とする核軍拡競争激化のもとで，つ 

づいてきている現在，増大してきている労働者協同組合の活動は，新たな局面を経過しつつあり，

この新たな局面には，消極的な側面と積極的な側面がある。

この新たな局面の消極的側面としては，個々の労働者協同組合，そして労働者協同組合全体が今 

後大打撃を受け，なかにはその存続すら困難になるという諸条件のもとにおかれているということ 

が挙げられる。美際，労働者協同組合は，従来からその継続年数の短いものが多く，協同組合企業 

が今後倒産する危険性をはらんできている。というのは第1に，経済危機が深刻な事情のもとで， 

協同組合企業は，巨大な独占企業，多国籍企業との競争を余患なくされるからである。第2 には， 

協同組合原則から生ずる二つのハンディキャップが存在するからである。その一'̂ 3は，私企業には 

ない出資配当制限があるということであり，もう一つは，組合言が何らかの形で意志決定に参画す 

るという協同組合の民主的性格から，企業の意志決定が遅延するということである。このようなこ 

と力；，協同組合企業をきわめて不利な立場においていることは明らかである。

だが，新たな局面の積極的側面としては，経済危機のもとでは，1929年の世界大恐慌とそれにつ

注 （9 ) 『西歴2000^における協同組合』日本生活協同組合連合会，13ページ。

(10) 1C A資料（友貞安太郎「生活協同組合制度をめぐる諸問題」日本®同組合学会，1985年10月12日報告)。

(11) Prospect for Workers’ Co-operative in Europe, volume I〜皿，Mutual aid Center, 1981,参照。
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労働組合運動と労働者協同組合

づく不況のもとでも若干みられたように，深刻な失業問題を解決する一つの方法として，搞同組合

的方式が多くとられざるをえなくなるということが享げられる。また，政府が深刻な財政危機に追

いこまれてきているため，その対策として，国民が必要とする住宅,，保健，その他多くの領域で財

政支出を削減せざるをえなくなってきているので，それらの領域で，労働者協同組合がつくられる

傾向が生まれてきているということが挙げられる。しかも構造的危機のもとで，とくに深刻な危機

が進行している発展途上諸国でも，先進諸国以上に多くの労働者協同組合がつくられる傾向がある

ということが挙げられる。すでに，1966年に， I L 0 が 「発展途上諸国の経済的および社会的発展

における協同組合の役割に関する勧告」という第127号勧告を採択し, そのなかで「癸展途上諸国

の政府は，協同組合がその独立性に影響を受けることなく，経済的• 財政的• 法律的，その他の援
(12)

助と奨励を受ける政策を策定し，実施すべきである。」としていることは注目される。

以上のベたような労働者協同組合運動の新たな局面は，いうまでもなく，労働者協同組合が成長 

する可能性を示していると同時に，この可能性を現実性に転化する諸条件のきびしさを示していろ。 

ただ，このような新たな局面において，すでにのベたように，協同組合は，ますます多様な種類の 

事業活動をおこなわざるをえなくなぅてきており，しかも，従来のように，生産協同組合のほうが 

優位であるとか，消費協同組合のほうが優位であるとか，いうような教条によるもめではなく，地 

域住民のニーズによってもっとも緊急を要する種類の事業活動をおこなう協同組合がまずつくられ， 

地域住民のニーズに応じて多まな事業活動をおこなっていくようにしなければならなくなってきて 

いる。これは，最近の産業ま造の変化などにともなって地域住民の欲求が多様化し，しかも不均等 

になってきているためと思われるが，この点は，実態調査などによって実証されねばならない。だ 

力;，その原因はともあれ，かつてマルクスが，資本主義制度の土台を攻撃するという意味で，生産 

協同組合を消費協同組合より優位とする見解を示したが，この見解は，労働者協同組合を現代社会 

を変革する諸力の一つとして位置づけるかぎりでは，経済学的に十分検討されねばならないが，だ 

からといって，当面労働者協同組合運動を現実に発展させようとするかぎりでは，教条的に，生産 

協同組合を優先させるわけにはいかない。 ましてや，マーチン• プーバーのように，「商品の共同 

生産は，個々の消費のための共同仕入れよりも大衆をより強くひきつける。人間は本質的に消ま者
ひ3)

としてよりも生産者としての共同活動に卓越した積極性を示すものである。」という社会学的にも根 

拠の薄弱な理由で，行きづまった消費協同組合運動の新たな方向を探求しようとすることは，現在 

では誤まっている。

'つぎに， この新たな局面において，各国政府は，それぞれ全国レベルや地方レベルで開発計画を 

すすめているが，この開蹇計画に地域住民が多かれ少なかれ幻滅をいだくようになってきており，

注 （12) International Labour Conventions and Recommendation 1919〜1981’ ILO’ Geneva き照。

(13) Buber, Martin, Paths in Utopia, Boston: Beacon Press 1953, p. 77.
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それゆえこの地域住民のュ一ズにこたえるような計画を，労▲者協同組合が労働組合と協力して， 

ときには地方自治保の協力を得てつくりあげ，その計画にしたがって多種多様な事業活動をおこな 

うことによって，労働者• 地域住民の自己変革，さらに，労働組合，地域共同体の自己変革をすす 

める役割をはたすようになってきている。その典型ともいうべきものは，労働者協同組合がヨーロ 

ッバで増大する重要な契機となったスペインのモンドラゴン工業団地に出現した労働者協同組合の
ひ4)

活動である。この活動こそは，イギリスをはじめとするヨーロッバ諸国およびアメリカ合衆国にお

いて，労働組合だけでなく，政党，政府，地方自治体までもが，自国を経済危機から救う方法とし

て，協同組合，とくに労働者協同組合の活動に注目しはじめる契機ともなったのである。すでにの

ベたように，工場評議会が， 3つの労働組合のナショナルセンターに所属する組織労働者と未組織

労働者とを組織し，地区連合に結集して活動してきているイタリアでは，労働者協同組合が，工場

評議会. 労働組合と多様な共同行動を地域で展開し，「相互扶助」「連帯」 の原理にもとづき，「自

主管理」「民主的変革」の運動の一翼として，当面「危機への一つの解決策丄政府のr協同組合運
C15)

動促進策」を追求して癸展してきている。

しかもこのような労働者協同組合は，消費，流通，生産，サービスなど，いろいろな種類のま:業 

活動をおこなっている協同組合と並ぶもう一種類の協同組合なのではない。というのは，ヨーロッ 

パ諸国で労働者協同組合が復活され，増加してきたのは，構造的危機のもとで，深刻な失業問題に 

直面して，雇用保障•就労保障を目的として労働者たちが自ら協同組合をつくって地域住民のニー 

ズにこたえるいろいろな種類の享業活動をおこない，その協同組合企業で自ら働き，収入を得るよ 

うになってきているのであって，もう一種類の事業活動を新たにはじめたわけではないからである。

以上のように，ョーロッバ諸国における労働者協同組合をみてくると，わが国では，労働者協同 

組合を，「現代社会を変革する諸力の一' " として」設立するよりも前に，すでに本稿の前半でのぺて 

きたような，現在わが国労働組合運動を.「停滞」「沈滞」におちいらせているわが国の労働組合の組 

織的弱点• ナショナルセンターを構成する産業別組織が企業別• 事業所別単位組合のr産業別勢ぞ 

ろい」にすぎないという弱点を克服する一'̂ ^の手段として，企業のわくをこえた地域組織，地方組 

織を確立する，内容のある地域交流• 地域共同行動• 地域統一闘争を発展させるために，労j動者協 

同組合を設立し，発展させていくことが，当面重要な課題であると思われる。もちろんわが国の労 

働組合のもう一つの組織的弱点として，戦後復活された労働組合が，再生された生活協同組合をは 

じめとする各種の協同組合との結びつきがほとんどないままに現在にいたっているということが挙 

げられる。しかしわが国においても，労働者協同組合の萌芽形態ともいうべきものが，労働組合と 

の結びつきにおいて各地域に生成し発展してきている。そのなかでとくに注目されるのが，全日自

「三田学会雑誌」78卷6 号 （1986年2月:）

注 （1 4 )佐藤誠編『協同組会の拓く町』芽生え社，参照。Thomas, Henk & Logan, Chris, Mondragon-- an econo

mic analysis-- , George Allen & Unwin, 1982,参照。

( 1 5 )オネリオ.プランディ 一二著，菅野正純訳『協同組合論』参照。
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労働組合運動と労働者齒同組合 

労 • 建設一般という労働組合がつくりだしている中高年雇用• 福祉* 業団である。

戦後ただちに失業対策* 業 （失対）就労者を組織して長年にわたり失業者の就労闘争をつづけ， 

政府の失対打切りに対しては反対闘争を全国各地でくりひろげてきた全日本自由労働組合（全日自 

労）は，1970年にはいってから，建設現場の不安定就業労働者をも組織に加えて，全日自労•建設 

一般と改称し，失対再確立の闘いの経験から，失業者のための新たな「公的就労事業」確立をめざ 

す中高年• 雇用* 業団を全国各地に約]50つくりだし，全国協唐会を結成するようになってきてい 

る。この事業団運動は，労働組合がただ失対打切りに反対して政府を攻撃するだけでなく，失業者 

• 中高年齢者が地城で自主的• 自立的に* 業団をつくって，地方自治体や民間•私企業から仕享を 

取り，これらの仕事を広く結合させて，事業活動をおこない，自らの働く場をつくりだすとともに, 

信頼される仕享をおこないながら，地域の労働組合と協力し，地域住民のニーズにこたえる新しい 

r公的就労事業」を政府• 地方自治体に確立させていこうとするものである。このような*業団活 

動は，明らかに，いまヨーロッバ諸国において展開されて.いる労僕!)者協同組合運動と共通の性格を 

もっている。その享業活動は，ときには赤字の現場をかかえて事業団内部に対立がおこなえるなど， 

幾多の矛盾に直面しながらも，廷余曲折を経て発展してきている。そしてこの活動が，「民主的改 

革」をめざし，地域の労働者• 住民，労働組合，地域共同体を自己変革させる運動を発展させる力 

となりつつあることは，否定できない。

そのほかに，わが国では，戦後の生産管理闘争以来，争議手段にすぎなかった労働ま合の自主管 

理 主 生 産 ，倒産企業のg 主再建が，争議解決後も地域住民に支えられて，継続するようになっ 

てきている享例が多くなってきている。また，地方自治体の職員組合が，地域の民間• 私企!!の労 

働組合や生活協同組合，參業協同組合およびそこで働く者の労働組合などと提携して，上からの都_ 

市計画• 開発計画とは異なる住民の要求にもとづく計画iをつくり，これらを実施する享業活動をお 

こないつつあるなど，労働者協同組合に転化しうる萌芽的な運動が数多くつづけられるようになっ 

てきている。

以上のような労働者協同組合の萌芽形愈ともいうべきものが成長して，わが国の労働組合の組織 

的弱点を克服しうるような地域組織，地区組織を確立する，内容のある地域交流• 地域共同行動. 

地域統一闘争を発展させるためには，一言でいえば，「地域ぐるみ闘争」でなく，r地域づくり運動」 

のなかでのたたかいを発展させるには，いうまでもなく，多くの研究課題が残されている。第一に 

は，ヨーロッバ先進諸国および発展途上諸国における労働者協同組合とその活動の実態をさらに深 

く研究することである。第二には，わが国における労働者協同組合の萌芽形態ともいうべきものを， 

実態調査によって，研究し分析することである。その際，ヨーロッバ先進諸国および発展途上諸国 

の労働者協同組合やわが国のその萌芽形が，国家• 地方自治体とどのような関係にあり，また， 

あるべきか，さらに，独占的大企業• 多国籍企!！と，国有. 公有企業と，中小• 零細企業と，他の
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「三田学会雑誌」78卷 6 号' (1986年2月：）

各種の協同組合と，民間• 私̂企業で働く労働者の労働組合と，国有•公有企業で働く労働者の労働 

組合と，国家• 地方自治体公務員の労働組合と，他の各種の協同組合内で働く労働者の労働組合と， 

そして労働者協同組合自体の中で働く労働者の労働組合とどのような関係にあり， また，あるべき 

か, について理論的にも実証的にも明らかにする必要がある。そしてこれらの諸関係のなかで，労 

働者協同組合自体の事業活動のあり方，労働者協同組合企業の経営のあり方を研究する必要がある。

ここでとくに労働者協同組合企業の経営のあり方を研究しなければならないのは，労働者協同組 

合運動をすすめてゆくかぎり，資本主義的私企業でも，国有. 公有企業でもない第3の道として協 

同組合企業の経営のあり方を追求して、かなけれぱならないし，その経営は幾多の困難をともなわ 

ざるをえないからである。

従来から協同組合運動の指導者や理論家たちは，協同組合を，経済的目的と社会的目的をもった 

二重の企業としてとらえてきた。そして1980年 I C A第27回大会においてコーディネイターだった 

A. F . レイドロウによって时議資料として提出された『西曆2000年における協同組合』の中でも， 

そのようにとらえられている。しかし「協同組合が，経済的および社会的目的をもっているとはい 

え，それは第一參的には経済的であり，存続するためには企業として成功しなけれぱならない。商 

業上の意味で失敗した協同組合は，特に享業を閉鎮しなければならないような場合には，社会的分 

野における積極的な影響力とはなりえない。このように経済的目的と社会的目的はコインの裏表で 

あるが，健全な事業体としての生存能力が第一義的な要求とならなければならない。J と指摘して 

いる。戸木田嘉久氏は，これとはやや異なった視点から，協同組合にはr組織体としての側面と経 

営体としての側面」があるとされ，「組織体としての協同組合」が基本であるという立場から，「協 

同組合が「経営体」としての「享業活動の範囲をこえて，公害食品の追放運動，国民生活擁護のた 

めの制度的要求のたたかい，自由と民主主まをまもるたたかい，政治革新をめざす統一戦線への参
ひ7)

加など，さまざまな課 題 にも積極的にとりくむことが期待される。」と主張されている。この主張 

は，「対外的運動」において，協同組合が，労働組合，政党と協力する役割の重要性を強調された 

ものとして注目されるが，これは協同組合の社会的目的から必然的に德同組合に課される,任務では 

あるが，協同組合の社会的目的それ自体は，組合員および地域住民などの欲求を充足させることに 

よって実現されるものであり，そのためには，r経営体」として経済的目的を実現する健全な事！!活 

動をおこなわなけれぱならない。それは，経済的目的と社会的目的を実現する「内発的運動」を展 

開していくことであり，このことが「対外的運動」への参加を可能にし，拡大していくのである。 

もちろん铭同組合が「内発的運動」を展開していけば，これをホ害したり，体制的に「統合」した

りするような動きが出てくるかぎり，r対外的運動」に積極的に参加していかざるをえない。けれ

注 （1 6 )前掲『西歴2000年における協同組合』83ページ。

( 1 7 )戸木田嘉之「経済民主主* と協同組合運動」f生活協同組合と現代社会』法律文イkSi, 1978年，30~32ページ。
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労働組合運動と労働者協同組合 

ども「対外的運動」をもっぱらすすめる労働組合などと協同組合は区別される必要がある。イタリ 

アの全国協同組合• 共済組合連盟会長オネリオ• プランディーニも，r協同組合と労働組合，政党 

を区別する要素は何であろうか？ この要素が『企業活動』である。……労働組合も政党も，企業 

活動をその根本目的としているわけではない。—— 彼らは，それを，せいぜい別の一般的な，原則 

的な目的に対して，副的な活動として展開しているのである。協同組合にとっては，反対に，企 

業として活動することは，’その建設目的の一つであり, それなしには，固有の意味での協同組合を
ひ8)

語ることさえできない特徴の一つである。」とのべている。

要するに，労働者協同組合運動を発展させ，「地域づくり連動」のなかでのたたかいを発展させ 

るための重要な課題は，現代社会の複雑な諸関係のなかでの協同組合企業の経営のあり方を研究す 

ることである。 （1985年10月執奪0

(経済学部教授）

注（18) 前掲ブランディ 一ニ『協同組合論』23ページ。
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